
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（負担金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等） （対応）

県立情緒障害児短期治療施設である松本あさひ学園の管理及び運営を、指定管理者に全面委託することにより、効果的・効率的な

運営をはかる。

203,840 197,172 0

（予算案）

施設業務及び施設設備の維

持管理に関する業務

指定管

理

入所者の入退所、心理学的治療・生活指導、施設

設備の維持管理に関する業務を指定管理者に委託

委託先：（社福）長野県社会福祉事業団

合計

H25 H26

入所者の安全確保のための補修 直接 生活施設棟への雪止めネット敷設 0 1,620

（当初）

203,840 195,552

事業番号 04 10 12 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 松本あさひ学園運営費松本あさひ学園運営費松本あさひ学園運営費松本あさひ学園運営費
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室 こども・家庭課

総合５か

年計画

プロジェクト  E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

７－２　子育て先進県の実現

目指す姿

現状 H23年度から、施設の管理運営を、指定管理者である（社福）長野県社会福祉事業団に委託

県が関与

する理由

軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、又は保護者の下から通わせ、心理治療や生活指導により症状を改善させる県立の

情緒障害児短期治療施設である「松本あさひ学園」を、学校教育との連携のもとで行う。

県関与の必要性あり

【左記の説明、根拠法令等】

児童福祉法第43条の2

児童福祉施設条例第2条

４　児童福祉の充実 実施期間 ～

検討中県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

（要求）

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

197,172

合計（A) 209,720 203,840 197,172 0

H27

目標

補正予算

Aの

財源

67,579 67,178

当初予算 217,560 209,720 203,840

67,410 68,515

217,560

目標 成果 達成状況

項目

H25末

（見込）

148,436 140,881 134,716 126,036 0

2,6211,545 1,661 1,714

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

1.00 1.00 1.00 1.00

8,258

207,056 207,790

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 215,314 216,048 212,098 205,430

8,258 8,258 8,258 0

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円）


